
令和　８年　４月２４日

３．完了検査年月日

２．履行期間

別表のとおり

　専門調査官　松場

代表取締役　守屋　正美　様

　技術担当副所長　庄司宛て

委 託 業 務 等 成 績 評 定 通 知 書

ＴＥＬ０８５５－２２－２４８０（代）内線４３０

広島県広島市西区草津東２－１３－５

令和　７年　４月　１日～令和　８年　３月３１日

記

５．送付先

４．評定点

国土交通省中国地方整備局

〒６９７－００３４　島根県浜田市相生町３９７３

　貴社が受注した下記の委託業務等について、委託業務等成績評定要領に基づき評定し
た結果を通知します。
　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書
面の通知を受けた日から起算して14日（｢休日｣を含む）以内に書面により、説明を求め
ることができます。
　疑問の旨に対する説明は、書面により郵送いたします。
　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記
の通りです。

令和７年度浜田河川国道事務所電気通信積算技術業務

〒６９７－００３４　島根県浜田市相生町３９７３

１．委託業務等名

　　　　　　　　徳光　優

令和　８年　３月３１日

　　浜田河川国道事務所長

〒７３３－０８６１

国土交通省中国地方整備局　浜田河川国道事務所

株式会社　明日香コンサルタント

国土交通省中国地方整備局　浜田河川国道事務所

６．手続き等の
　　問い合わせ先
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別表

業務名：

業務執行に係る過失に伴う減点

8.0 点

／目的と内容の理解

打ち合わせの理解度

30.0 点

6.0 点

業務目的の達成度

令和７年度浜田河川国道事務所電気通信積算技術業務

／

8.3 点

的確な履行

評定点の小計（注）

業務評定・管理技術者

注）評定点の小計は、小数第一位を四捨五入し整数とする。

指揮系統の迅速性、確実性 14.0 点

／

100 点総合評定点 100 点

0 点

0 点

79 点

責任感、積極性、発注者側
の視点

／

瑕疵修補又は損害賠償による減点

事故等による減点

5.6 点

／

100 点

79 点

その他（　　　　　　　　　　）

項 目 別 評 定 点

11.2 点

6.0 点
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業務実施体制の的確性
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／
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（５）発注者支援 （積算技術業務等）

／

／

79 点

／ 35.3 点

評価の視点

専
門
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力
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44.1 点

－

7.0 点 ／

担当技術者


